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請負事業

令和元年度までに合計356種を指定した国内希少野生動植物種について、平

成29年の種の保存法改正時の衆参両議院の附帯決議において2030年までに

700種の指定が求められており、目標を次期国家戦略で位置付ける予定である。

これら国内希少野生動植物種をはじめとした希少野生動植物種等について、国

による保全対策を進める責務があり、保全の現場における人員確保や予算拡充

が求められている。特に二次的自然に生息・生育する希少野生動植物種は、民

間等と連携して生息場所の環境を良好に保つ必要があることから、保全方針に

ついても新規指定とともに同時に検討してゆく必要がある。

このことを踏まえて以下の事業を実施。

①地域関係者との連携体制構築に向けた検討

②違法捕獲・採取等の監視 ③種指定解除後の影響評価

④カワウソ、ジュゴン等注目種の生息状況把握及び保全対策の検討

⑤二次的自然に生息・生育する希少野生動植物種の保全方針等の検討

① 地域関係者と連携した保全のための体制構築に向けた検討及び地元調整

② 違法採取、捕獲等の監視

③ 個体の存続が安定してきた種について保全効果の評価とともに指定解除後の影響評価の実施

④ 注目種の生息状況の把握や保全対策の検討

⑤ 二次的自然に生息・生育する希少野生動植物種の保全方針等の検討

国内希少野生動植物種をはじめとした希少野生動植物種等の多様な主体の参加による保全を推進します。

【令和3年度要求額 99百万円（84百万円）】

民間事業者・団体、非営利団体、大学、研究機関等

平成27年度から

環境省 自然環境局 野生生物課 希少種保全推進室 電話：03-5521-8353
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